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控訴人 ら訴訟代理人の野本です。結審 にあた って,一言意見 を述べ させていただ

きます。

1,八 ッ場ダム事業に埼玉県が負担金 を支出す ることについては,利水,治水 ,ダ

ムサイ ト地盤の安全性 ,貯水池地滑 りの危険,ダム建設が周辺環境 に与える影響

等 ,様 々な面か ら問題があ ります。各論点についての私たちの主張 について は ,

本 日提出 した最終準備書面にこれ を網羅 して展開 しているところです。

その中で ,本 日の結審 にあた って と りわけ強調 しておきたいのは,裁判所 には ,

「国が決めた ものだか ら間違 いないで あろう」「国が対策 を講 じるとしているの

だか ら,問題は生 じないであろう」 といった予断を排 し,あ くまで も客観的・ 科

学的見地か ら,八 ッ場ダム事業の必要性 を検討 して もらいたいということです。

国土交通省 をは じめ とする本件ダム事業の推進者 らは,未だに声高にダムの必

要性 を叫んでいますが,本訴訟の立証内容 をみれば,治水すなわち洪水防止効果

の面 において も,利水すなわち必要な生活用水の確保 の面か らも,八 ッ場ダム は
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不要,無駄なダムであることは客観的・科学的に明らかになっています。

本日は,埼玉県における水需要の実績が,一審判決以降も一貫して減少傾向に

あり,埼玉県の予測値との乖離が顕著になっている事実を,こ の訴訟では控訴人

でもある嶋津暉之氏が直近のデータも用いて明らかにしました。

裁判所には,ぜひ,控訴人らが提出した専門家証人の証言,陳述内容に虚心坦

懐向き合っていただきたいと思います。

2,も う 1点 ,八 ッ場ダム事業の必要性を検討を,地方財政法のような一般的な財

政法規との関係だけでなく,河川法 63条 ,特 ダム法 7条 といつた負担金支出の

根拠規定との関係においても行い,その判断を示していただきたいと思います。

(1)治水について言えば,埼玉県が負担金を支払うべき法的根拠となるのは河川

法 63条であり,同条が設定する埼玉県にとっての 「著しい利益の有無」とい

う要件が充足されているといえるか否かが,端的に審査されるべきです。

その前提として,国土交通大臣による納付通知の違法性の判断を先行させる

必要もありませんし,そ の納付通知に無効事由に匹敵するような 「看過し得な

い瑕疵」が存在するか否かを審査する必要もありません。

原判決は,「河川法負担金納付通知が著 しく合理性を欠き予算執行の適正確

保の見地から看過しえない瑕疵を有するといえるほど,八 ッ場ダムに治水上の

利益がないとまで認めることはできない」 (71頁 )と しており,先行する納

付通知の違法性判断と,河川法 63条の要件審査 (埼玉県にとっての「著 しい

利益の有無」)と を混同するという過ちを犯し,結果,控訴人らに重い立証の

負担も課していますが,控訴審においては,こ の判断枠組みの誤 りを是正 して

いただきたいと思います。

(効 利水については,特定多目的ダム法 7条に基づく負担金が,河川法上の負担

金とは異なり,国が地方に一方的に請求するものではなく,水道事業者等の側

からの申請に基づきダム使用権が設定されている事実が前提となっているこ

と,そ のことから申請者の側には撤退権の行使が法的に保障され,結果,少な

2



くとも将来 に向か って負担金 を支払い続 ける義務 を免れ ることが法的に保 障 さ

れている ことに着 目す る必要があ ります。

ダム事業か らの撤退 について費用精算ルール を含 めた法的枠組みが整備 され

ている以上,ダム使用権設定 申請以降,事情の変更 によって計画上の水利権が

客観的に過大な もの とな った場合 には,被控訴人 ら水道事業者は,すみや か に

特ダム法の予定す る撤退権 を行使 し,無意味な負担金が累積す ることを回避す

べき財務会計上の義務 を負 っているというべきです。

もちろん,ダム事業か らの撤退は被控訴人 らの裁量判断 とはな りますが ,全

くの 自由裁量ではな く,小 田急事件最高裁判決 (最 判平 17012・ 7)が 示 した司

法審査基準 によって裁量逸脱の有無が審査 され る ことにな ります。「そ の基礎

とされた重要な事実 に誤認があること等 によ り重要な事実の基礎 を欠 くことに

なる場合」,あ るいは 「事実 に対す る評価 が明 らか に合理性 を欠 くこと,判断

の過程 において考慮すべき事情 を考慮 しない こと等 によ りその内容が社会通念

に照 らし著 しく妥当性 を欠 くものと認め られ る場合」 には,裁量権逸脱 となる

とす る小田急事件最高裁 の基準は,事案 こそ都市計画事業の認可取 り消 し請求

事案 に関す るもので本件 とは内容 を異 に しますが,広 く普遍性 を持つ もの と考

えます。

本件 においては,八 ッ場ダム事業に参画す ることとした被控訴人 らの判断 に

は,そ の基礎 とした重要な事実 に誤認が数多 くあつた ことが本訴訟 を通 じて明

らかにな ってお り,前記の司法審査基準 によれば,本件支出が社会通念上妥 当

性 を欠き,違法・無効であるとの結論 を導き出す ことは容易な ことである と考

えます。

3,八 ッ場ダムの建設が計画 されてか ら60年 余 を経た今 日,こ のダムの必要性 を

め ぐる状況 は,流域全体 において も,個別の関係各都県 において も大き く変化 し

ています。事業の必要性 について厳格なチェックを行 うことが司法 にも求め られ

ています。

3



◆

貴裁判所におかれては,重ねてになりますが,客観的・科学的見地から事実を

直視し,厳正な判決を下していただきたい。この国の河川政策と公共工事のあり

方に一石を投じる判決を期待して,結審するにあたっての意見陳述といたします。

以 上
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